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１．はじめに 

2011 年以降，日本の人口は減少し続けており，

減少率も大きくなっている．このような人口減少期

には，現在の都市規模は過大になっていると考えら

れ，今後も現在の都市規模を維持していくのは非常

に困難である． 

そこで，政府は都市規模の縮小を図る目的で，

2014 年に立地適正化計画を制度化したが，その施

策の効果は不透明である．近年，EBPM の重要性が

叫ばれている中，立地適正化計画が制度化されてか

ら 10 年たち，どれほどの効果があったのかを検証

することは，非常に重要である． 

そこで，本論文では，栃木県宇都宮市を分析対

象とし，立地適正化計画による誘導区域設定の効果

を，地価や人口密度の変化を通して検証する．本論

文の主な結論は以下の通りである．①都市機能・居

住誘導区域の設定により，区域外と比べて区域内の

地価は有意に上昇した．②居住誘導区域の設定によ

り，区域外と比べて区域内の生産年齢人口密度は有

意に上昇した．これらの結果は，立地適正化計画を

策定し，適切な施策を講じることで都市のコンパク

ト化が進むことを示しており，現在のコンパクトシ

ティ政策を支持するものである．このことは，今

後，人口減少が加速すると想定される都市におい

て，都市をデザインする際の重要なエビデンスにな

ると考えている． 

 

２．コンパクトシティの概要 

現在の日本は人口減少期に突入しているため，

各種都市機能や人口の集約を図ることで，集積の経

済による生産性向上や持続的な財政運営を推し進め

る必要がある．そこで，政府は 2014 年に立地適正

化計画を制度化した．立地適正化計画では，「都市

機能誘導区域」と「居住誘導区域」の 2 つの区域を

定めることになっている． 

国土交通省(2015)によると，都市機能誘導区域と

は，「商業等の都市機能を誘導し集約する区域」の

ことである．一方，居住誘導区域とは「人口減少の

中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持す

ることにより，生活サービスやコミュニティが持続

的に確保されるよう，居住を誘導すべき区域」のこ

とである． 
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本論文の分析対象である宇都宮市は，2017 年 3

月に都市機能誘導区域，2019 年 3 月に居住誘導区

域を設定している．本論文では，これらの誘導区域

の設定が，当該地域の地価および人口密度に及ぼす

影響を検証する． 

 

３．先行研究 

コンパクトシティに関連する先行研究として

は，都市のコンパクト度と地価の関係を分析した研

究(沓澤ほか, 2020)，地方自治体の最小効率規模に

ついて分析した研究(林, 2002)，人口誘導施策の効

果を分析した研究(佐藤ほか, 2020)，コンパクトシ

ティ政策が生産性に及ぼす影響を分析した研究

(Iwata and Kondo, 2021)などがある．また，海外の

先行研究として，都市のコンパクト化に伴う集積の

経済と都市の人口規模を分析した研究(Yao et al., 

2022)などがある． 

しかしながら，上記の分析はいずれも立地適正

化計画などを含む具体的な政策を評価したものでは

ない．そこで，本論文では宇都宮市を分析対象とし

て，立地適正化計画が地価と人口密度に与える影響

を分析する． 

 

４．地価に関する分析 

4.1．実証モデル 

本章では，ヘドニックアプローチおよび

Difference in Differences design (以下，DID)を用い

て，誘導区域指定の効果を公示地価の変動を通して

検証する．都市機能・居住誘導区域内の標準地を処

置群とし，それ以外の標準地を対照群とする(図 1

参照)．ここで，都市機能・居住誘導区域の指定に

おいては，観測できない地域の潜在的な魅力や生産

性なども考慮されていると考えられる．このような

場合，通常の OLS では欠落変数バイアスの問題が

生じる可能性が高い．そこで，固定効果モデルを採

用して，以下のモデルを推定した． 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝛽1𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 ∙ 𝑧𝑜𝑛𝑒𝑖 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡     ⋯ (1) 

添字𝑖は公示地価の標準地，𝑡は時点を示してお

り，𝛼𝑖は標準地の固定効果，𝛾𝑡は時間効果である．

𝑌𝑖𝑡は地価の対数である．𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡は都市機能誘導区域

設定後ダミーで，2017 年以降であれば 1，それ以外

であれば 0 をとるダミー変数である．𝑧𝑜𝑛𝑒𝑖は都市

機能誘導区域内であれば 1，区域外であれば 0 をと

るダミー変数である．𝑋𝑖𝑡はコントロール変数であ

る．𝜀𝑖𝑡は誤差項である．関心のある係数は𝛽1であ

り，これは，誘導区域の指定による政策介入効果を

表す．また，居住誘導区域についても同様のモデル

を推定した．  

 
出所）GIS を用いて著者作成 

図 1 宇都宮市立地適正化区域 

 

4.2．データの説明 

地価のデータは，国土数値情報ダウンロードサ

ービス（以下，国土数値情報）で提供されている地

価公示データを採用した．期間は，2007 年から

2023 年の 17 年分のデータを採用し，パネルデータ

化した．なお，標準地が変更されていない地点のみ

を使用し，バランスドパネルデータにしている． 

 

4.3．推定結果 

表 1は(1)式の推定結果である．都市機能・居住

誘導区域のモデルともに，区域設定後，誘導区域内

では，区域外に比べて地価は上昇したことが明らか
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になった．この理由として，人口増加による土地需

要の増加が見込まれていたことが考えられる． 

また，都市機能誘導区域の指定による効果がどの

程度継続するのか検証するため，区域設定後ダミー

の代わりに，2007 年を基準とした各年ダミーを採用

したモデルも推定した（図 2）．その結果，誘導区域

の設定後，地価が有意に上昇していることが明らか

になった．一方で，図 2 からは，都市機能誘導区域

の指定前から地価が有意に上昇していることも分か

る．これは，自治体が区域指定の前に住民説明会な

どを行っており，これによるアナウンスメント効果

を示している可能性がある．また，2013 年には LRT

の計画が公表されており，この影響も考えられる． 

 

 

図注）***, **, * はそれぞれ推計された係数が 1%, 5%, 

10%水準で統計的に有意であることを示す． 

表 1 推定結果 

 

 

図 2 交差項の係数と 95％信頼区間 

 

５．人口密度に関する分析 

5.1．実証モデル 

本来の政策目的である人口集約が達成されている

のかどうかは，地価の変動からだけでは分からない．

そこで本節では，町丁目レベルの人口を用いて，以

下のモデルを推定した． 

𝑝𝑑𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝛽1𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 ∙ 𝑧𝑜𝑛𝑒𝑖 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡

+ 𝜀𝑖𝑡     ⋯ (2) 

添字𝑖は町丁目，𝑡は時点を示しており，𝛼𝑖は町丁

目の固定効果，𝛾𝑡は時間効果である．𝑝𝑑𝑖𝑡は人口密

度の対数，𝑧𝑜𝑛𝑒𝑖は居住誘導区域内ダミーを示す．

𝑋𝑘𝑖𝑡はコントロール変数である．人口のデータとし

ては，住民基本台帳の各年 3 月末のデータ（宇都宮

市提供），面積のデータとして，国勢調査の境界デ

ータを採用し，2012 年から 2023 年の 12 年分のデ

ータをパネルデータ化した． 

 

5.3．推定結果 

表 2は(2)式の推定結果を示している．被説明変

数が総人口密度の場合，区域設定後，誘導区域外で

は人口密度が低下しているが，誘導区域内の人口密

度については上昇していることが明らかになった．

また，その内訳をみてみると，被説明変数が生産年

齢人口密度の場合についてのみ，同様の結果が得ら

れており，生産年齢人口については誘導区域内への

集約が進んでいると分かった． 

しかし，被説明変数が年少人口密度，老年人口

密度の場合は，区域設定後，誘導区域内外で有意な

差はないことが明らかになった．ここで問題となる

のは，老年人口の集約が進んでいない点である．老

年人口を区域内に集められていない理由として，福

冨ほか（2020）が指摘するように，高齢者は時間割

引率が高いことが挙げられる．時間割引率が高いこ

とで，区域内に引っ越すことによる将来の利便性向

上よりも，少々不便でも住み慣れた環境で生活する

ことを選択していることが原因と考えられる． 

また，区域の指定による効果がどの程度継続す

るのか検証するため，区域設定後ダミーの代わり

に，2012 年を基準とした各年ダミーを採用したモ

デルも推定した（図 3）．その結果，誘導区域の設
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定後，生産年齢人口密度が有意に上昇していること

が明らかになった． 

 

 

図注）***, **, * はそれぞれ推計された係数が 1%, 5%, 

10%水準で統計的に有意であることを示す． 

表 2 推定結果 

 

 

図 3 交差項の係数と 95％信頼区間 

 

６．結論 

本論文は，人口減少期における施策として立地

適正化計画に焦点を当て，都市のコンパクト化が進

んでいるか検証した．その結果，地価については施

策により有意に上昇することが明らかになった．ま

た，生産年齢人口については，施策により人口集約

が進んでいるが，年少人口や老年人口については人

口集約が進んでいないことが明らかになった． 

今後の課題として，本論文では，全体の傾向と

して，処置時点よりも早い段階で効果が表れている

が，これは誘導区域設定にあたり，事前に住民説明

会が行われていた可能性があり，処置のタイミング

について再考する必要があると考えている．また，

区域指定によるスピルオーバー効果の可能性があ

り，スピルオーバー効果を考慮して処置群と対照群

を設定しなおす必要がある．さらに，RDD や傾向

スコアマッチングなどの，より因果関係を識別可能

な手法を用いて分析を行うことも考えている．最後

に，地価についてはサンプルサイズが十分に確保で

きていないことから，不動産サイトのデータや路線

価のデータを用いる必要があると考えている． 
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